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ウクライナ・クリミア半島での取材についての注意喚起 

 

１．ウクライナのクリミア半島は，平成２６年３月，ロシアにより一方的

に「併合」されました。我が国は，力を背景とした現状変更を決して看過

することはできず，ロシアによる「併合」を決して認めることはできませ

ん。したがって，報道関係者を含む日本国民がロシアの査証を取得し，ロ

シアの出入国手続に従いクリミア半島に渡航・滞在すること，及びとりわ

け報道関係者がロシアの法令の下で各種の取材活動に携わることは，あた

かもクリミアがロシアの領土であることを前提とすることになり，日本政

府の立場と相いれません。また，クリミア半島において不測の事態に巻き

込まれた場合であっても，クリミア半島を管轄する在ウクライナ日本国大

使館がクリミア半島の「当局」に邦人援護の協力を要請することは，上記

に鑑み困難です。 

 

２．現在，外務省は，ウクライナのクリミア半島（クリミア自治共和国お

よびセバストーポリ）に「渡航の延期をお勧めします。」（滞在中の方は

事情が許す限り早期の退避を検討してください。）の危険情報を発出して

います。このことにも十分留意し，貴社関係の日本人報道関係者のクリミ

ア半島への渡航・滞在を控えるよう，強く要請します。また，各社にて契

約しているフリージャーナリスト及び番組制作会社関係者等に対しても，

同様に渡航・滞在に係る注意喚起をしかるべく行っていただくよう強くお

願いします。 

 

３．上記にもかかわらず，既に貴社関係者（記者，カメラマン及び助手並

びに記者契約の現地カメラ記者，番組制作会社関係者等）がクリミア半島

に滞在している場合には，滞在中の緊急連絡先（氏名，連絡先，滞在日程）

を在ウクライナ日本国大使館（電話＋３８０－４４－４９０－５５００）

まで至急連絡の上，速やかにクリミアから退去されるようお願いします。 

(了) 


